
告 示

〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく生活環境の保全上の支障の除去等の公告
…………………………………………………………………………（循環型社会推進課） ３

〇農林水産大臣権限に係る保安林の指定の解除の予定…………………………（治山課） ３

告 示

北海道告示第７５０号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」という。）第１９
条の５第１項各号に規定する者（以下「処分者等」という。）のすべてを確知することがで
きないので、法第１９条の８第１項後段の規定に基づき、次のとおり公告する。
平成２１年１１月６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 講ずべき措置の内容
登別市幸町４丁目２２番１に投棄されていた産業廃棄物である廃油と特別管理産業廃棄物
である廃酸の混合物（以下「混合物」という。）、混合物を封入していた容器等及び混合
物の漏出により汚染された土砂を、法第１２条第１項に規定する産業廃棄物処理基準及び第
１２条の２第１項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準等に従い、措置の履行期限までに
適正に処理すること。
２ 措置の履行期限
平成２１年１１月２０日

３ 北海道知事による措置
処分者等が２の履行期限までに１の措置を講じないときは、北海道知事が１の措置を講
じ、処分者等から当該措置に要した費用を徴収する。

北海道告示第７５１号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和２６年
法律第２４９号）第２９条の規定による通知があった。
平成２１年１１月６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 礼文郡礼文町（国有林。次の図に示す部分に限る。）
２ 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課及び礼文町役場に備
え置いて縦覧に供する。）
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